
税
の
お
知
ら
せ

6
月
の
納
税
等

村
県
民
税
／
前
納
・
第
１
期

保
育
料
／
６
月
分

納
期
限
／
６
月
30
日（
火
）

　
納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

　
納
付
書
に
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
が
印
字
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
ス
マ
ホ
決
済
ア
プ

リ
や
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト（
ク
レ

ジ
ッ
ト
納
付
）を
利
用
し
て
納
付
が
可

能
で
す
。
ま
た
、
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
に
対
応

し
た
全
国
の
金
融
機
関
で
納
付
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　
納
付
に
は
口
座
振
替
の
制
度
も
あ
り

ま
す
。

個
人
住
民
税
と
は

　
個
人
住
民
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
に

そ
の
市
町
村
に
住
所
が
あ
る
か
、
そ
の

市
町
村
に
住
所
が
な
く
て
も
、
事
務
所

ま
た
は
家
屋
敷
を
所
有
し
て
い
る
方
に

係
る
税
金
で
、
県
民
税
と
村
民
税
を
合

わ
せ
て
住
民
税
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
住
民
税
は
、
所
得
金
額
に
か
か
わ
ら

ず
一
定
の
額
を
負
担
す
る
均
等
割
、
所

得
金
額
に
応
じ
て
負
担
す
る
所
得
割
等

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

所
得
金
額
…
一
般
に
収
入
金
額
か
ら
必

要
経
費
を
差
し
引
い
た
金
額
。

所
得
控
除
…
扶
養
控
除
、配
偶
者
控
除
、

社
会
保
険
料
控
除
な
ど
。

税
額
控
除
…
調
整
控
除
、
配
当
控
除
、

寄
付
金
税
額
控
除
な
ど
。

●
納
税
の
方
法

普
通
徴
収
…
本
村
か
ら
個
人
に
納
税
通

知
書
を
送
付
し
て
、
直
接
個
人
が
納

付
す
る
方
法
で
す
。
納
期
は
、
年
４

回（
６
月
・
８
月
・
10
月
・
翌
年
１
月
）

で
す
。
全
期
前
納
で
納
め
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

特
別
徴
収
…
６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で

の
12
回
に
分
け
て
給
与
か
ら
天
引
き

さ
れ
、
給
与
支
払
者
が
給
与
所
得
者

に
代
わ
っ
て
納
め
る
方
法
で
す
。

※
特
別
徴
収
で
納
付
さ
れ
て
い
る
方

が
、
そ
の
年
の
途
中
で
会
社
を
退
職

し
た
場
合
、
納
付
方
法
が
普
通
徴
収

に
変
更
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
本
人

が
希
望
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
翌
年

１
月
１
日
以
降
に
退
職
し
た
場
合

は
、
未
納
税
額
が
給
与
か
ら
一
括
徴

収
さ
れ
ま
す
。

　
　
な
お
、
再
度
他
の
会
社
へ
就
職
し

た
場
合
で
も
申
し
出
が
な
け
れ
ば
特

別
徴
収
に
よ
る
納
付
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
…
4
月
1
日
現

在
65
歳
以
上
の
方
の
う
ち
、
老
齢
基

礎
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
等
を
受
給

し
て
い
る
方
は
、
そ
の
公
的
年
金
等

の
所
得
に
係
る
住
民
税
が
公
的
年
金

等
か
ら
特
別
徴
収（
天
引
き
）さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
障
害
年

金
や
遺
族
年
金
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

　
　
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
さ
れ
る

時
期
、
金
額
等
は
、
下
の
表
を
参
考

に
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
の
都
合

上
、
仮
徴
収
分
に
つ
い
て
は
算
出
さ

れ
た
税
額
よ
り
多
い
金
額
が
年
金
か

ら
天
引
き
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。そ
の
場
合
は
後
日
還
付
し
ま
す
。

※
所
得
の
種
類
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
徴

収
方
法
が
分
か
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
す
べ
て
の
方
法
で
納
め
る
方
も

い
ま
す
が
、
重
複
し
て
納
め
る
こ
と

に
は
な
り
ま
せ
ん
。

昨年度、年金から特別徴収されている人
徴収
方法

年金から特別徴収（天引き）

仮徴収 本徴収

算出
方法

4月 6月 8月 10月 12月 2月

それぞれ「前年度の公的年金
等に係る年税額×1/2」を3等
分にした税額

それぞれ年税額から4・6・8
月分（仮徴収税額）を差し引い
て3等分した税額

※�期割税額に100円未満の端数が生じた場合、仮徴収は4
月、本徴収は10月に加算します。

本年度より年金から特別徴収が開始される人
徴収
方法

普通徴収
（自分で納付）

年金から特別徴収
（天引き）

算出
方法

6月 8月 10月 12月 2月

それぞれ年税額の
1/4 それぞれ年税額の1/6

※�年金からの特別徴収の期割税額に100円未満
の端数が生じた場合、10月に加算します。

●均等割の税率
　県民税年額　1,500円
　（あいち森と緑づくり税500円を含む）
　村民税年額　3,000円

●所得割の税率
　県民税　4％
　村民税　6％

所得割の計算方法
（所得金額－所得控除額）×10％
－税額控除額＝所得割額

●森林環境税　1,000円

｝一律10％
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名
古
屋
港
水
族
館
等
の

駐
車
場
を
変
更
し
て
い
ま
す

　
愛
知
・
名
古
屋
２
０
２
６
大
会
の
開

催
に
向
け
て
、
名
古
屋
港
ガ
ー
デ
ン
ふ

頭
に
選
手
等
の
宿
泊
拠
点
を
整
備
し
ま

す
。
そ
の
た
め
、
名
古
屋
港
水
族
館
等

の
駐
車
場（
一
般
車
・
バ
ス
）を
変
更
し

て
い
ま
す
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
休
日
等
は
、
周
辺
道
路
・
駐

車
場
と
も
に
大
変
混
雑
が
予
想
さ
れ
る

た
め
、
名
古
屋
港
水
族
館
等
に
お
越
し

の
際
は
、
公
共
交
通
機
関
の
ご
利
用
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
期　
　
限

12
月
31
日（
木
）

●
問
合
せ
先

（
公
財
）名
古
屋
み
な
と
振
興
財
団

☎
０
５
２

－

６
５
２

－

７
１
５
１

第
29
回
愛
知
県
介
護
支
援

専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

介
護
保
険
制
度
に
お
い
て
主
に
介
護

計
画
の
作
成
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

と
の
連
絡
調
整
な
ど
の
業
務
を
行
う
介

護
支
援
専
門
員
の
資
格
試
験
と
し
て
実

務
研
修
受
講
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施

し
ま
す
。

な
お
、
介
護
支
援
専
門
員
に
な
る
に

は
こ
の
試
験
に
合
格
し
、
介
護
支
援
専

門
員
実
務
研
修
を
受
講
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

●
試
験
実
施
日

　
10
月
11
日（
日
）

●
受
験
資
格

　
次
の
①
お
よ
び
②
に
該
当
す
る
方

①�

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
各
分
野
で
合

計
５
年
以
上
の
実
務
経
験
が
あ
る
方

か
つ
9
0
0
日
以
上
の
実
務
経
験
を

有
す
る
方

②�

①
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
勤
務
地

が
愛
知
県
に
あ
る
方
、
ま
た
は
現
在

①
の
業
務
に
従
事
し
て
お
ら
ず
、
か

つ
住
所
地
が
愛
知
県
に
あ
る
方

●
試
験
案
内
お
よ
び
願
書
の
配
布
期
限

　
６
月
24
日（
水
）

●
試
験
案
内
お
よ
び
願
書
の
配
布
場
所

・�

民
生
部
福
祉
課

・�

愛
知
県
高
齢
福
祉
課

・�

愛
知
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
地
域
福
祉
課

・�

県
民
事
務
所

・�

愛
知
県
社
会
福
祉
協
議
会

●
願
書
の
受
付
期
限

　
６
月
24
日（
水
）

●
問
合
せ
先

・�

愛
知
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材

セ
ン
タ
ー

・�

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試

験
係

　
☎
０
５
２

－

２
１
２

－

５
５
３
０

※
10
月
11
日（
日
）ま
で
利
用
可
能

　
☎
０
５
２

－

２
１
２

－

５
５
１
６

※
右
記
期
間
以
外

減
免
の
手
続
き

　
災
害
、
死
亡
、
退
職
な
ど
に
よ
り
著

し
く
所
得
が
減
少
し
、
納
税
が
困
難
な

と
き
は
飛
島
村
税
条
例
に
基
づ
き
、
減

免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
納
期
限
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

　

事
務
処
理
の
都
合
上
、
６
月
16
日

（
火
）ま
で
の
申
請
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
納
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
や
、

す
で
に
納
付
し
た
税
額
に
つ
い
て
は
減

免
で
き
ま
せ
ん
。

特
別
徴
収
に
ご
協
力
を

　
給
与
所
得
に
係
る
住
民
税
の
徴
収
方

法
で
、
毎
月（
６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま

で
）の
給
与
か
ら
天
引
き
に
よ
る
納
税

制
度
で
す
。
地
方
税
法
等
の
規
定
に
よ

り
、
給
与
所
得
に
係
る
住
民
税
は
特
別

徴
収
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
納
税
者
の
方
々
の
利
便
性
の
向
上
お

よ
び
納
税
の
公
平
を
図
る
た
め
、
今
ま

で
普
通
徴
収
で
あ
っ
た
方
に
つ
い
て
も

特
別
徴
収
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先　
総
務
部
税
務
課

information

名古屋港水族館
ホームページ
「交通アクセス」
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